
目黒の歳時記：碑文谷八幡宮例大祭
　9 月 19 ～ 20 日の碑文谷八幡宮例大祭において、氏子 20 町会の神輿がそれぞれに町内を渡御し、
順次境内に入り神輿渡御が行われる。神楽殿前に３町会がそろい、揉んでいる光景です。
　毎年のことですが、大変な人出で賑わいぶりが伝わってきます。

※目黒法人会広報委員会では表紙写真を公募しています。次号は1月10日発行予定。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、

“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。

目黒法人会は「消費税期限内完納」を推進しています。
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目黒区内中学生の作品    　　 消費税　全員参加の　国づくり 　　

　

第
５
回
通
常
総
会
後
の
臨
時
理
事
会
に
て
、
相
馬

熊
郎
前
会
長
の
後
任
と
し
て
新
た
に
会
長
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
、
竹
内
靖
博
で
す
。
浅
学
菲
才
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

目
黒
法
人
会
は
昭
和
26
年
に
設
立
さ
れ
64
年
、
昭

和
50
年
に
社
団
法
人
化
し
て
40
年
に
わ
た
り
、
管
内

法
人
企
業
の
健
全
な
発
展
と
納
税
意
識
の
高
揚
を
目

的
と
し
て
、
自
主
申
告
納
税
の
推
進
、
税
務
知
識
の

普
及
を
図
る
た
め
、
様
々
な
事
業
活
動
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

　

公
益
法
人
制
度
改
革
に
よ
る
公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
と
し
て
５
年
目
に
な
り
、
更

に
公
益
法
人
と
し
て
の
運
営
が
重
要
な
時
期
に
優
秀
な
諸
先
輩
方
を
さ
し
お
い
て
、
名
誉

あ
る
第
10
代
会
長
を
お
引
き
受
け
さ
せ
て
頂
く
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
大
変
光
栄
に
存
じ

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
と
共
に
責
任
の
重
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
温
か
い
ご
支
援
を
頂
き
、
定
款
に
定
義
さ
れ
た
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
税

知
識
の
普
及
、
納
税
意
識
の
高
揚
の
た
め
の
、
税
法
・
税
務
関
係
研
修
、
セ
ミ
ナ
ー
、

企
業
へ
の
支
援
・
研
鑽
と
し
て
企
業
経
営
の
健
全
化
並
び
に
そ
の
向
上
発
展
に
資
す
る

た
め
に
、
会
員
並
び
に
地
域
社
会
に
応
え
る
よ
う
様
々
な
ニ
ー
ズ
の
研
修
、
セ
ミ
ナ
ー

の
開
催
強
化
、
民
間
活
力
に
よ
る
地
域
社
会
へ
の
公
益
貢
献
を
図
り
、
そ
の
使
命
を
達

成
す
る
た
め
、
一
体
と
な
っ
て
組
織
的
な
事
業
活
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
、

私
の
使
命
と
心
得
て
い
ま
す
。

　

公
益
社
団
法
人
は
公
益
目
的
事
業
を
行
う
能
力
・
体
制
が
整
っ
て
い
る
た
め
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
（
組
織
を
ま
と
め
て
治
め
る
）
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
や
条
例
を
遵
守
）

が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
組
織
強
化
と
健
全
な
財
政
を
当
面
の
課
題
に
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

多
く
の
会
員
の
方
の
ご
参
加
を
頂
き
、
ま
す
ま
す
活
発
で
有
意
義
な
事
業
展
開
を
行

い
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
認
知
度
を
上
げ
、
そ
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
、
目
黒

税
務
署
、
東
京
都
目
黒
都
税
事
務
所
、
目
黒
税
務
連
絡
協
議
会
、
区
内
友
誼
団
体
、
ま

た
、
当
会
役
員
の
皆
様
ま
た
会
員
の
皆
様
の
絶
大
な
る
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
あ
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
会
員
各
位
の
皆
様
の
ご
隆
昌
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

私
は
平
成
25
年
第
３
回
通
常
総
会
に
て
、
会
長
職
を

１
期
２
年
お
引
き
受
け
い
た
し
ま
し
た
。
法
人
会
活
動

と
し
て
は
当
会
の
会
長
、
東
京
法
人
会
連
連
合
会
の
理

事
を
拝
命
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
の
組
織
・
運
営
体

制
、
事
業
活
動
の
充
実
並
び
に
財
務
体
質
の
改
善
見
直

し
に
注
力
し
、
正
し
い
税
知
識
の
普
及
や
納
税
意
識
の

高
揚
、
地
域
企
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
各
種
研
修
会
や
セ
ミ
ナ
ー
、
イ
ベ
ン
ト
等

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
及
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問

題
に
対
応
し
、
皆
様
の
ご
協
力
を
頂
き
乗
り
越
え
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
次

世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
租
税
教
室
、
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル

な
ど
、
税
を
中
心
と
し
た
法
人
会
活
動
に
加
え
、
ま
た
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
も

迅
速
に
対
応
し
な
が
ら
、
会
員
企
業
の
相
互
の
情
報
交
換
、
地
域
社
会
に
向
け
て

の
地
球
温
暖
化
対
策
書
提
出
活
動
、
ウ
ィ
ラ
ブ
目
黒
清
掃
活
動
、
中
目
黒
阿
波
踊

り
、
童
謡
コ
ン
サ
ー
ト
等
に
代
表
さ
れ
る
社
会
貢
献
事
業
も
着
実
に
そ
の
成
果
を

挙
げ
て
お
り
ま
す
。

　

竹
内
会
長
と
多
く
の
新
役
員
の
も
と
、
よ
り
一
層
の
綱
紀
・
倫
理
観
を
保
ち
、

会
員
の
皆
様
は
も
と
よ
り
、
一
般
の
皆
様
に
も
当
会
の
公
益
事
業
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
公
益
性
の
増
進
に
努
め
ら
れ
る
と
共
に
、
開
か
れ

た
法
人
会
運
営
に
一
層
努
力
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
愉
し
い
法
人
会
と
し
て

税
務
当
局
よ
り
一
段
の
評
価
を
さ
れ
る
、
誇
れ
る
組
織
に
発
展
す
る
よ
う
に
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
に
は
公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
を
よ
り
一
層
ご
理
解
頂
き
、
こ
れ
か
ら

の
竹
内
靖
博
新
会
長
の
も
と
、
更
な
る
ご
協
力
、
ご
支
援
を
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
目
黒
税
務
署
長
を
は
じ
め
、
署
幹
部
の
皆
様
、
東
京
都

目
黒
都
税
事
務
所
長
そ
し
て
目
黒
税
務
連
絡
協
議
会
、
区
内
友
誼
団
体
の
皆
様
、

ま
た
、
会
員
福
利
厚
生
制
度
の
推
進
等
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
大
同
生
命
保
険

㈱
、
Ａ
Ｉ
Ｕ
損
害
保
険
㈱
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
生
命
保
険
会
社
の
皆
様
に

は
、
在
任
中
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

新
任
会
長
ご
あ
い
さ
つ

会
長
退
任
の
ご
あ
い
さ
つ

第９代会長
相 馬 熊 郎

第９代　相馬熊郎会長　ご苦労さまでした

第 10 代会長
竹 内 靖 博

目黒区内中学生の作品    　　 知る事が　税を見直す　第一歩 　　
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着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

目
黒
税
務
署
長　
　

諏
方
正
良

公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
の
皆
様
に
は
、
益
々

ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

今
夏
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
東
京
国
税
局
課
税
第

一
部
資
料
調
査
第
二
課
か
ら
転
任
し
て
ま
い
り
ま
し

た
諏
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。前
任
の
中
林
前
署
長
同
様
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

竹
内
会
長
を
は
じ
め
会
員
の
皆
様
方
に
は
、
日
頃

よ
り
法
人
会
活
動
を
通
じ
、
税
務
行
政
に
対
し
ま
し

て
、
格
別
の
ご
理
解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

目
黒
法
人
会
は
、「
よ
き
経
営
者
を
目
指
す
も
の
の

団
体
」
と
し
て
、
正
し
い
税
知
識
の
普
及
と
納
税
意

識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
税
に
関
す
る
様
々
な
研
修

や
講
演
会
を
開
催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
将
来
を
担
う

小
学
生
に
対
す
る
租
税
教
育
の
充
実
に
も
積
極
的
に

取
り
組
ま
れ
る
な
ど
、
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に

多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
、厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
国
税
職

員
が
減
少
す
る
一
方
で
、
経
済
取
引
の
国
際
化
と
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化
の
進
展
に
よ
り
、
調
査
・
徴
収
事
務
が
複
雑
・

困
難
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
税
務
調
査
手
続
の
法

定
化
等
を
改
正
内
容
と
す
る
国
税
通
則
法
の
改
正
や

消
費
税
率
の
ア
ッ
プ
に
よ
り
、
国
民
の
税
に
対
す
る

関
心
は
一
層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の

中
で
、「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適

正
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
。」
と
い
う
国
税
庁
の
使
命

を
達
成
す
る
た
め
、
組
織
改
革
や
業
務
効
率
化
を
進

め
る
と
と
も
に
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
な

ど
、
納
税
環
境
の
整
備
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
事
務
年
度
の
目
黒
税
務
署
の
重
点
課
題
と
し
ま

し
て
は
、
消
費
税
滞
納
の
未
然
防
止
と
ｅ
─
Ｔ
ａ
ｘ
の

利
用
拡
大
が
ご
ざ
い
ま
す
。
先
般
の
消
費
税
増
税
に

伴
い
、
全
国
的
に
消
費
税
の
滞
納
残
高
が
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
消
費
税
は
預
か
り
金
的
性
格
の
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
目
黒
税
務
署
は
『
消
費
税
滞

納
の
未
然
防
止
重
点
署
』
と
し
て
消
費
税
滞
納
の
未

然
防
止
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
貴
会
の
事
業
計
画
の
基
本
方
針
に
盛
り
込

ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
ｅ
─
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
拡
大

に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
の
事
務
の
効
率
化
だ
け

で
は
な
く
、
納
税
者
の
皆
様
方
の
利
便
性
向
上
に
も

つ
な
が
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
会
員
の
皆
様
方
の

利
用
促
進
に
向
け
た
取
組
み
を
引
続
き
推
進
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

い
よ
い
よ
、
今
月
10
月
よ
り
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
番
号
通
知
が
行
わ

れ
ま
す
。
個
人
番
号
と
法
人
番
号
が
そ
れ
ぞ
れ
通
知

さ
れ
、
来
年
１
月
か
ら
順
次
、
利
用
が
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。　
　

税
分
野
に
お
け
る
番
号
制
度
の
情
報
や
、
国
税
分

野
で
使
用
す
る
各
種
様
式
の
変
更
な
ど
を
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

あ
り
ま
す
が
、制
度
の
円
滑
な
導
入
に
向
け
、説
明
会
・

研
修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
広
報
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

法
人
会
の
皆
さ
ま
に
は
、
様
々
な
取
組
を
通
し
て

多
大
な
る
御
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
今
後
と
も
、
ｅ
─
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
の
導
入
と
定
着
に
向
け
た
御
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団
法
人
目
黒
法

人
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝

並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま

し
て
、着
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

目黒税務署　定期人事異動（平成 27 年７月 10 日）
新 旧

氏名 異動元 氏名 異動先
署長 諏方　正良 局 課一 料調２ 課長 中林　英夫 退職

副
署
長

（個人担当） 𠮷田　賢一郎 （留任） 𠮷田　賢一郎 （留任）
（法人担当） 内田　豊子 玉川　総務　課長 阿部　俊夫 局　調一　特官　　
（総務担当） 福山　命 筑紫　総務　課長 齋藤　英男 局 総務 税務相談 主任相談官

特別国税調査官(法人) 山下　恭史 （留任） 山下　恭史 （留任）
総務課長 吉澤　勝美 大月　総務　課長 友永　将之 京橋　総務　課長
特別国税調査官(法人) 若松　久則 （留任） 若松　久則 （留任）
法人課税第1部門統括官 丸屋　剛 局 課二 料調３ 総括主査 平川　正男 平塚　管運１ 統括官
法人課税第2部門統括官 三井　美紀子 荻窪　法人１　上席 池森　信雄 新宿 法人９ 統括官
法人課税第3部門統括官 鈴木　宗利 （留任） 鈴木　宗利 （留任）
法人課税第4部門統括官 横山 正幸 目黒 法人１ 連調官 西山　節子 局調三　調 35　主査
法人課税第5部門統括官 山本　晃二 （留任） 山本　晃二 （留任）
法人課税第6部門統括官 橋本　直 局 調一 特調査官 調査官 上野　綾子 藤沢　税務広報官
情報技術専門官（法人） 安部 伸昭 （留任） 安部 伸昭 （留任）
審理専門官（法人） 青柳　和美 （留任） 青柳　和美 （留任）
連絡調整官（法人） 百武　順子 厚木 法人１ 総括上席 横山 正幸 目黒 法人４ 統括官
法人審理担当上席 財津　由美子 （留任） 財津　由美子 （留任）
源泉審理担当上席 七澤　満里子 麻布　法人３　上席 渥見　智臣 麻布 法人３ 上席

税務署からのお知らせ
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目黒区内中学生の作品    　　 始めよう　簡単 e- Ｔａｘで　国づくり 　　

「税を考える週間」
テーマ：税の役割と税務署の仕事

　「税を考える週間」とは、国民の皆様に、より能動的に税の仕組みや目的等を考えていただき、国
の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対する理解及び納税道義の高
揚を図ることを目的として行っている広報・広聴週間です。
　本年度のテーマは「税の役割と税務署の仕事」であり、税の役割と国税庁の適正・公平な課税と徴
収のための取り組みを紹介するとともに皆様に税のあり方について考えていただき、税務行政に対す
る理解を深めていただくための各種行事を行います。

開催行事 開催日程 会場等 摘要
税務講演会
講師：目黒税務署　諏方 正良 署長
テーマ：「税の役割と税務署の仕事」

11月17日㈫
午後６時～７時

目黒区総合庁舎大会議室
（上目黒 2 － 19 － 15）

出席ご希望の方は目黒法
人会にご連絡ください。
当日のご出席も歓迎いた
します。マイナンバー説明会

講師：小林マネジメントサービス
　　　小林 富佐子  社会保険労務士

午後７時～８時

納税表彰式 11月12日㈭ 目黒区総合庁舎大会議室
（上目黒 2 － 19 － 15） 式典終了後祝賀会

東京税理士会目黒支部による
税の無料相談

11月16日㈪
午前11時～
午後４時

目黒区総合庁舎１階休憩コーナー
（上目黒 2 － 19 － 15）
フレル・ウィズ自由が丘
（自由が丘１－６－９）
東京税理士会目黒支部
（中目黒５－ 28 － 17）

相談希望の方は当日会場
へお越しください。

税の作文・標語等の展示 11月11日㈬
～11月17日㈫

目黒税務署１階ロビー
（中目黒５－ 27 － 16）
目黒区総合庁舎１階休憩コーナー

左記の期間ご自由にご覧
いただけます。

平成 27 年分 年末調整等説明会開催のお知らせ
　本年も、以下の日程で年末調整等説明会を開催します。是非ともご出席くださいますよう、よろし
くお願い致します。

開催日 開 催 時 間   説明会会場  対象地域 （※）

11月16日㈪
用紙配布 午後 1時00分 ～ 

1時30分 めぐろパーシモンホール
（ 大ホール ）

目黒区八雲 1-1-1

大岡山・柿の木坂・自由が丘・洗足・平町・
鷹番・中央町・中根・原町・東が丘・
碑文谷・緑が丘・南・目黒本町・八雲説 明 会 午後 1時30分 ～ 

4時00分

11月17日㈫
用紙配布 午後 1時00分 ～ 

1時30分 めぐろパーシモンホール
（ 大ホール ）

目黒区八雲 1-1-1

青葉台・大橋・上目黒・駒場・五本木・
下目黒・中町・中目黒・東山・三田・目黒・
祐天寺説 明 会 午後 1時30分 ～ 

4時00分
※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。
【問い合わせ先】
◎説明会及び用紙請求など、ご不明な点がございましたら、下記までお願いします。

１　説明会及び源泉所得税関係について
　　目黒税務署 源泉所得税担当　03-3711-6251 内線 322 ～ 324
２　用紙請求及び法定調書関係について
　　目黒税務署 管理運営部門  　03-3711-6251 内線 635・622・625
※自動音声案内にしたがって、説明会、用紙請求については「2」番（税務署）を選択してください。

なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的な相談については「1」番を選択し、電話相談
センターをご利用ください。

３　用紙請求（区役所関係）、給与支払報告書及び住民税特別徴収について
　 　　 目黒区役所 税務課 課税第一～第三係　03-5722-9820 ～ 9825（直通）

会場の駐車場（有料）は限りがありますので、なるべく公共交通機関等をご利用ください。

目黒区内中学生の作品    　　 消費税　私も支える　日本の未来 　　
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目黒区内中学生の作品    　　 消費税　私も支える　日本の未来 　　

法人の皆さまに法人番号をお届けします
～　まもなく通知が始まります !!　～

　社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実
現することを目的として、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます。
　平成 27 年 10 月から、個人番号及び法人番号が通知され、平成 28 年 1 月から国税分野におい
ても順次、利用が開始されます。

　1　法人番号の概要　～法人番号の３つのキーワード「指定」「通知」「公表」～

「指定」　法人番号は国税庁長官が、①株式会社等の設立登記法人のほか、②国の機関、③地方公
共団体、④その他の法人や団体に対して 1法人 1つの番号（13桁）を指定します。（※1）

「通知」　法人番号の指定を受けた法人等の登記上の本店又は主たる事務所の所在地に通知書を郵
送します。（※2）

「公表」　法人番号の指定を受けた法人等の３情報（①名称、②所在地、③法人番号）を、インターネッ
ト（国税庁法人番号公表サイト）で公表します。

（※ 1）法人の支店・事業所や個人事業者、民法上の組合等には指定しません。
（※ 2）通知先には、国税に関する法律に規定する届出書に記載された所在地を含みます。また、地域ごとに順次通

知していくこととしております。具体的なスケジュールや通知方法については、国税庁ホームページをご覧
ください。

　2　法人番号の活用メリット　　　法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。　
　法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。

法人番号により法人等の名称・所在地がわかる。
（例）法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能

法人番号を軸に法人等がつながる。
（例）複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報

に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化

法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
（例）行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・

申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減

わかる。

つながる。

ひろがる。

◎社会保障・税番号制度の詳細やお問合せは
社会保障・税番号制度の最新情報やお問合せ

国税に関する社会保障・税番号制度（法人番号を含む）の最新情報

➣内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html）
　やマイナンバーのコールセンター（全国共通ナビダイヤル 0570-20-0178）をご利用ください。

➣国税庁ホームページのトップページの　　　　　　　　　　　をクリック
　http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

➣国税庁法人番号公表サイト（http://www.houjin-bangou.nta.go.jp）（平成27年10月開設）
では、法人等の 3情報（①名称、②所在地、③法人番号）の検察・閲覧などができます。

最新情報は随時更新しますので、それぞれのお知らせコーナーをご覧ください。 マイナンバーキャラクター
マイナちゃん
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 目黒都税事務所からのお知らせ

目黒区内中学生の作品    　　 税金は　社会をささえる　会費です 　　

目黒都税事務所の電話番号が変わります！
＜変更前＞
０３（３７１５）１１１１
平成27年12月4日㈮まで

＜変更後＞
０３（５７２２）９００1
平成27年12月7日㈪から

 

※　目黒区役所の代表番号　03（3715）1111とは別の電話番号となります。
※　目黒都税事務所の場所は変わりません。

渋谷都税事務所が移転しました
目黒区の個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税を所管する

渋谷都税事務所が 9 月 24 日㈭に移転しました。移転後の仮庁舎は、渋谷区役所
仮庁舎と同じ建物ではありませんので、ご注意ください。

＜移転先 ( 仮庁舎 ) ＞ 渋谷区恵比寿 4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー７階
＜お問い合わせ先＞ 渋谷都税事務所 03-5420-1621

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

＜耐震化のための建替え＞
減免対象
　昭和57年１月１日以前からある家屋を取
り壊し、当該家屋に代えて、平成27年12月
31日までの間に、耐震化のために新築され
た住宅のうち、一定の要件を満たすもの

減免の期間と額
　新築後新たに課税される年度から3年度分
について居住部分の固定資産税・都市計画税
を全額減免(減免の対象となる戸数は、建替
え前の家屋により異なります)

申請期限
　新築した年の翌々年（１月１日新築の場合
は翌年）の２月末

＜耐震化のための改修＞
減免対象
　昭和57年１月１日以前からある家屋で、
平成27年12月31日までの間に、現行の耐震
基準に適合させるよう一定の改修工事を施し
たもの

減免の期間と額
　改修工事完了日の翌年度分から一定期間、
居住部分で１戸あたり120㎡の床面積相当分
まで固定資産税・都市計画税を耐震減額適用
後全額減免

申請期限
　改修工事が完了した日から３ヶ月以内

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますので
ご注意ください。詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
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目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

目黒区内中学生の作品    　　 ゆとりある　暮らしに税が　生きている 　　

社会保障・税番号制度（マイナンバー）が
始まります
◆マイナンバー制度とは

住民票のある全ての方に、１人１つの 12 桁の番号（マイナンバー）を付番し、この番号を、
社会保障・税・災害対策の分野で活用する制度です。

他の市区町村などとの間で所得や福祉サービスの利用状況等のデータを連携することで、各種
手続の簡素化、公平な税負担の実現、また、不正受給を防止して社会保障をより的確に提供する
などの効果が期待されます。
◆マイナンバーの通知（平成 27年 10月下旬から）

マイナンバーを記載した「通知カード」は、すべての住民を
対象に、簡易書留（転送不要）で住民票の住所に郵送されます。

「通知カード」にはマイナンバーのほかに、住所・氏名・生年月
日・性別が記載されています。

マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者等の外国人の方
にも通知されます。
 ◆個人番号カードとは
「個人番号カード」は、顔写真付きのＩＣカードで、本人確認
の身分証明書として使用できます。

また、 「個人番号カード」は電子認証を含んでおり、国税の確
定申告オンライシステム（e-Tax）による 電子申告にも使用さ
れます。
「個人番号カード」は、希望者からの申請により交付されるカー
ドです。10 月以降に届く通知カードに申請書が同封されます。
希望者は、封筒に入っている説明書で申請方法をご確認ください。
◆マイナンバーの利用開始（平成 28年 1月）

社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律で定められた事務手続の際にマイナンバーを利用
します。
◆個人番号カードの交付開始（平成 28年 1月）

申請いただいた方に「個人番号カード」の交付を開始します。
◆民間事業者もマイナンバーを取り扱います

平成 28 年 1 月以降、税や社会保障の行政手続きのために、パートやアルバイトを含め、全従
業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に記
載することになります。

事業者向けのマイナンバーの取扱いについては、特定個人情報保護委員会ホームページ
（http://www.ppc.go.jp/legal/policy/）をご覧ください。
◆マイナンバーに関するお問い合わせ
◇国のコールセンター	 電話 0570-20-0178
	 9：30 ～ 22：00（土・日曜日、祝日は 17：30 まで。年末年始を除く）
	 外国語（＊）対応　電話 0570-20-0291
	 ＊英・中国・韓国・スペイン・ポルトガル語
◇目黒区のコールセンター	 電話 03-5722-9362
	 9：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）
	 外国語対応（英・中国語）
◆通知カード・個人番号カードのコールセンター　電話 0570-783-578
	 8：30～22：00（土・日曜日、祝日は9：30～17：30。年末年始を除く）
	 外国語（＊）対応　電話 0570-064-738
	 ＊英・中国・韓国・スペイン・ポルトガル語
担当：	マイナンバー制度全般に関すること	 政策企画課　☎03-5722-9106
	 通知カード・個人番号カードに関すること	 戸籍住民課住民記録調整担当　☎03-5722-9349

通知カード

個人番号カード

区役所だより
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税
率
は
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
税
理
士

が
計
算
し
た
相
続
税
額
の
大
き
さ
に
驚
く

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

急
場
し
の
ぎ
に
、
物
納
、
延
納
を
検
討

し
て
み
て
も
、
物
納
要
件
を
ク
リ
ア
で
き

な
い
と
か
、
相
当
の
利
子
税
が
必
要
と
か

が
わ
か
り
、
万
事
休
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
（
注
）
相
続
し
た
株
式
を
会
社
（
従
業

員
持
株
会
を
含
む
。）
に
買
い
取
っ
て
も

ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
相
続
発
生
後
３

年
10
月
以
内
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
一
定
の
優

遇
措
置
が
あ
る
の
で
、
相
続
人
に
と
っ
て

資
金
面
で
の
支
え
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
後
悔
し
な
い
た
め
に

　

以
上
は
悲
観
的
に
過
ぎ
る
ス
ト
ー

リ
ー
で
す
が
、
事
業
承
継
に
な
ん
ら
の
対

策
を
講
じ
な
い
ま
ま
に
相
続
が
絡
ん
で
く

る
こ
と
は
絶
対
に
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
だ
け
は
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
い
ま

す
。

　

後
々
後
悔
し
な
い
た
め
に
は
、
オ
ー

ナ
ー
は
冒
頭
に
記
し
た
Ⓐ
か
ら
Ⓒ
の
３
大

課
題
に
道
筋
を
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

Ⓐ
は
そ
の
後
の
進
め
方
を
左
右
す
る
重

要
な
要
素
で
す
。
第
１
回
目
、
第
２
回
目

に
詳
述
し
て
い
る
の
で
確
認
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

　

Ⓑ
に
つ
い
て
は
、
Ⓐ
、
Ⓒ
と
も
絡
み
、

更
に
言
え
ば
今
後
の
会
社
の
在
り
方
そ
の

も
の
と
も
絡
む
と
て
も
重
要
な
課
題
で
す

が
、
広
範
か
つ
個
別
性
の
強
い
テ
ー
マ
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
ま
す
。

　

Ⓒ
に
つ
い
て
は
、自
社
株
式
の
評
価（
譲

渡
価
額
、
課
税
価
額
）
の
引
き
下
げ
が
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

と
重
複
す
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
で
き

る
だ
け
幅
広
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

■
自
社
株
式
の
評
価
引
き
下
げ
の
工
夫

　

自
社
株
式
問
題
に
つ
い
て
は
３
回
目
、

４
回
目
で
記
載
し
て
い
ま
す
。
要
点
を
振

り
返
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
は
、
①
自
社

株
式
の
保
有
は
社
長
の
座
（
経
営
権
）
を

担
保
す
る
重
要
な
要
素
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
株
式
を
（
で
き
れ
ば
１
０
０
％
、
少

な
く
と
も
２
／
３
を
）
後
継
者
に
集
約
す

る
、　

②
後
継
者
へ
の
移
譲
は
、
譲
渡
ま

た
は
贈
与
に
よ
る
、　

③
法
令
を
遵
守
す

る
な
か
で
自
社
株
の
評
価
の
引
き
下
げ
を

図
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

自
社
株
の
評
価
を
引
き
下
げ
る
方
法
と

し
て
は
、国
税
庁
の
評
価
通
達
（
以
下
「
評

価
通
達
」）
を
踏
ま
え
て
工
夫
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

（
工
夫
例
そ
の
１
）　
大
雑
把
な
く
く
り
方

に
な
り
ま
す
が
、
評
価
通
達
で
は
、
会
社

規
模
に
応
じ
て
、❶
類
似
業
種
比
準
方
式
、

❷
純
資
産
価
額
方
式
又
は
❸
こ
れ
ら
の
併

用
方
式
が
採
用
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
一
般

的
に
は
類
似
業
種
比
準
方
式
に
よ
る
方
が

純
資
産
価
額
方
式
に
よ
る
場
合
よ
り
評

価
が
低
く
出
る
の
で
、
会
社
の
規
模
（
従

業
員
数
、
純
資
産
価
額
、
取
引
金
額
で
判

定
）
を
大
き
く
し
て
類
似
業
種
比
準
方
式

が
取
り
込
め
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
見
ま

し
ょ
う
。

　
（
注
）
グ
ル
ー
プ
会
社
同
士
の
合
併
に

よ
り
会
社
の
規
模
を
大
型
化
さ
せ
る
方
法

に
つ
い
て
は
第
４
回
で
述
べ
て
い
ま
す
。

目黒区内中学生の作品    　　 ありがとう　税は国への　恩返し 　　

シ
リ
ー
ズ　
よ
く
わ
か
る
事
業
承
継　
第
５
話
（
最
終
回
）

事
業
承
継
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う

税
理
士
法
人 

み
ら
い
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ　

　
　
　
　
顧
問　

松　

本　

敏　

朗

目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めて願う　いい未来 　　
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03-3519-3970お問い合わせ

私たちは企業経営のパートナー

として、お客さまと共に「みらい」を

創造します。

http://www.miraic.jp

会計、税務、労務などワンストップで幅広い業務を支援します。

目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めて願う　いい未来 　　

（
工
夫
例
そ
の
２
）　
評
価
通
達
の
評
価

額
算
定
方
式
で
は
、「
配
当
金
額
」「
利
益

金
額
」「
純
資
産
価
額
」
を
主
な
要
素
と

し
て
使
用
し
ま
す
が
、
こ
の
中
で
「
利
益

金
額
」
は
他
の
要
素
の
３
倍
の
ウ
ェ
イ
ト

を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
所
得
金

額
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
有
効

な
株
価
対
策
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

例
え
ば
、
含
み
損
の
あ
る
資
産
の
売
却
、

役
員
の
退
任
に
伴
う
役
員
退
職
慰
労
金

の
支
給
の
実
施
等
、
で
き
る
だ
け
本
来
の

企
業
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
方
法

を
優
先
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
い
い
で

し
ょ
う
。

（
工
夫
例
そ
の
３
）　
特
殊
な
方
策
と
な

り
ま
す
が
、
高
収
益
の
事
業
部
門
を
切
り

離
し
て
（
子
会
社
化
）、
株
価
を
下
げ
る

方
法
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
切

り
離
し
後
に
於
い
て
も
「
類
似
業
種
比
準

方
式
」
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。（
で
な
け
れ
ば
、
子

会
社
の
高
い
評
価
の
株
式
を
抱
え
込
む

形
と
な
り
、
評
価
の
引
き
下
げ
に
は
な
り

ま
せ
ん
。）

（
工
夫
そ
の
４
）　
株
の
評
価
を
下
げ
る

方
法
と
は
違
い
ま
す
が
、
会
社
に
従
業
員

持
株
会
を
組
成
し
、
そ
こ
に
オ
ー
ナ
ー
の

株
を
売
却
す
れ
ば
、
経
営
権
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
オ
ー
ナ
ー
の
持

ち
株
価
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
自
社
株
の
移
譲
は
余
裕
を
も
っ
て

　

後
継
者
へ
株
式
を
移
譲
す
る
方
法
と

し
て
譲
渡
（
売
却
）
と
贈
与
（
無
償
の
譲

渡
）
が
あ
り
ま
す
。
家
族
等
に
譲
渡
す
る

場
合
に
は
株
価
が
高
め
に
評
価
さ
れ
ま

す
。
第
３
者
へ
の
譲
渡
だ
と
配
当
還
元
方

式
が
適
用
さ
れ
評
価
額
が
相
当
下
が
り

ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
後
継
者
に
買

い
取
り
資
金
が
必
要
で
す
。
株
を
譲
渡
し

た
オ
ー
ナ
ー
に
は
譲
渡
所
得
税
が
か
か

り
ま
す
。

　

後
継
者
に
株
を
贈
与
す
る
場
合
、
贈
与

税
の
非
課
税
規
定
（
年
１
１
０
万
円
）
を

利
用
し
て
、
年
々
贈
与
し
て
い
く
こ
と
が

有
効
で
す
。
10
年
で
、
１
，
１
０
０
万
円

分
が
非
課
税
で
移
譲
で
き
ま
す
。
そ
の
上

で
、
ど
こ
か
の
時
点
で
「
相
続
時
精
算
課

税
制
度
」（
以
下
「
精
算
課
税
」）
を
利
用

す
る
こ
と
も
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
一

定
の
年
齢
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
親
か
ら

子
、
孫
に
累
計
で
２
５
０
０
万
円
ま
で
は

贈
与
税
ゼ
ロ
で
贈
与
が
で
き
る
と
い
う

も
の
で
す
。
相
続
が
発
生
し
た
時
点
で
改

め
て
相
続
財
産
に
繰
り
入
れ
た
上
で
相

続
税
を
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の

時
の
株
式
の
評
価
額
は
贈
与
時
の
価
額

を
使
用
す
る
の
で
、
株
価
が
上
が
っ
た
場

合
に
は
有
利
性
が
高
ま
り
ま
す
（
逆
の
場

合
も
あ
り
ま
す
が
）。

　

先
に
述
べ
た
株
式
評
価
の
引
き
下
げ

策
な
ど
が
講
じ
て
あ
れ
ば
、
例
え
ば
株
式

市
況
が
大
き
く
下
げ
た
時
な
ど
に
合
わ

せ
て
「
精
算
課
税
」
を
使
っ
て
一
気
に
株

式
を
移
譲
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
や
は
り
時
間
的
な
余
裕
を
持

つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

■
最
後
に
、
ま
と
め
と
し
て

　

事
業
承
継
を
成
功
さ
せ
る
に
は
一
定

の
時
間
を
か
け
て
総
合
戦
略
を
も
っ
て

臨
む
こ
と
が
必
要
で
す
。
後
継
者
は
す
ぐ

に
は
社
長
の
代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
中
で
税
の
問
題
は
事
業
承
継
の

結
果
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
で
す
。
本

稿
で
幾
つ
か
の
施
策
・
方
策
を
紹
介
し
ま

し
た
が
、
具
体
的
に
は
個
別
の
ケ
ー
ス
に

応
じ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
度
専
門
家
に
相
談
し
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。
公
的
機
関
の
相
談
窓
口

を
訪
ね
て
み
る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
事
業
承
継
を

成
功
さ
せ
る
に
は
時
間
を
か
け
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
早
め
に
第
一
歩
を
踏
み
出

し
ま
し
ょ
う
。

 ■

最
後
に
、
ま
と
め
と
し
て 

  

事
業
承
継
を
成
功
さ
せ
る
に
は
一
定
の
時

間
を
か
け
て
総
合
戦
略
を
も
っ
て
臨
む
こ
と

が
必
要
で
す
。
後
継
者
は
す
ぐ
に
は
社
長
の

代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

そ
の
中
で
税
の
問
題
は
事
業
承
継
の
結
果

を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
で
す
。
本
稿
で
幾

つ
か
の
施
策
・
方
策
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
具

体
的
に
は
個
別
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
度
専
門
家
に
相

談
し
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
公
的

機
関
の
相
談
窓
口
を
訪
ね
て
み
る
の
も
い
い

と
思
い
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
事

業
承
継
を
成
功
さ
せ
る
に
は
時
間
を
か
け
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
早
め
に
第
一
歩
を
踏
み

出
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

  
 

 

                   

 

■事業承継工程図  

 

 

 

 

 

 

 

暦年贈与  

（非課税枠  １１０万円 /年）

 

相続時精算

課税方式  

 
経営戦略設計  

株価対策（利益圧縮、資産整理等）  

事業承継  

   実施  
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猛
暑
も
終
わ
り
涼
風
が
心
地
よ
い
季
節

が
巡
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
夏
に
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
た
お
肌
も
早
め
の
お
手
入
れ

を
望
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

肌
の
仕
組
み

肌
表
面
は
ザ
ッ
ク
リ
説
明
す
る
と『
垢
』

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
達

が
日
頃
目
に
す
る
皮
膚
は
身
体
を
外
的

な
刺
激
か
ら
守
る
た
め
に
集
ま
っ
た
死

ん
だ
細
胞
群
な
の
で
す
。
死
ん
だ
細
胞
は

２
週
間
程
度
で
剥
が
れ
落
ち
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
ま
た
身
体
の
内
側
か
ら
様
々

な
役
割
を
担
う
細
胞
群
が
押
し
上
げ
ら

れ
て
最
終
的
に
死
ん
だ
細
胞
群
が
上
層

に
移
動
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
た
め

高
価
な
化
粧
品
を
ご
利
用
に
な
る
前
に

内
側
か
ら
の
お
手
入
れ
が
重
要
に
な
り

ま
す
。
よ
く
ス
キ
ン
ケ
ア
の
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
な
ど
で
耳
に
す
る
タ
ー
ン
オ
ー
バ
ー

と
い
う
言
葉
は
こ
の
皮
膚
を
構
成
し
て

い
る
細
胞
群
が
順
次
上
層
部
に
移
動
し
、

最
終
的
に
角
質
と
な
る
（
垢
と
ご
説
明

し
ま
し
た
が
）
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
タ
ー
ン
オ
ー
バ
ー（
代
謝
回
転
）

の
速
度
は
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

20
代
で
は
約
20
日
で
す
が
、
60
代
に
な
る

と
約
１
０
０
日
必
要
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
速
度
自
体
も
人
に
よ
っ

て
異
な
り
、
体
調
や
生
活
習
慣
、
食
事

の
内
容
な
ど
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る

の
で
す
。

有
効
な
栄
養
素

Ｔ
Ｖ
な
ど
で
「
コ
ラ
ー
ゲ
ン
の
入
っ
て

い
る
食
材
を
食
べ
て
お
肌
が
プ
ル
プ
ル

に
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ
た
食
レ
ポ
ー

ト
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
気
分
の
問
題
は
さ
て
置
き
、
コ

ラ
ー
ゲ
ン
を
食
べ
て
も
お
肌
に
直
接
効
果

が
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ラ
ー
ゲ

ン
は
消
化
管
で
小
さ
な
ア
ミ
ノ
酸
の
分
子

に
分
解
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
肌
に
直
結
す

る
チ
ャ
ン
ス
は
渋
谷
の
街
頭
で
幼
稚
園
時

代
の
知
り
合
い
に
バ
ッ
タ
リ
と
会
う
よ
り

遥
か
に
可
能
性
が
低
い
の
で
す
。
因
み
に

コ
ラ
ー
ゲ
ン
を
肌
表
面
に
塗
っ
て
も
効
果

の
程
度
は
同
様
で
す
。
そ
の
よ
う
な
僅
か

な
可
能
性
に
賭
け
る
よ
り
コ
ラ
ー
ゲ
ン
合

成
に
生
理
学
的
に
重
要
な
２
つ
の
ア
ミ
ノ

酸
、
プ
ロ
リ
ン
と
リ
ジ
ン
が
豊
富
に
含
ま

れ
て
い
る
食
材
を
利
用
し
て
お
肌
の
ケ
ア

を
し
ま
し
ょ
う
。

２
つ
の
ア
ミ
ノ
酸
が
含
ま
れ
て
い
る
食

材
と
し
て
大
豆
が
あ
り
ま
す
。
夏
に
酷

使
し
た
胃
腸
に
優
し
い
お
豆
腐
な
ど
の

食
材
は
肌
に
も
有
益
で
す
の
で
一
石
二

鳥
で
す
ね
。
ま
た
、
コ
ラ
ー
ゲ
ン
合
成

に
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
秋

に
お
い
し
く
な
る
ビ
タ
ミ
ン
類
の
豊
富

な
果
物
は
お
薦
め
で
す
が
、
果
糖
と
い
っ

て
砂
糖
と
よ
く
似
た
成
分
も
多
く
含
ま

れ
て
い
ま
す
の
で
大
量
に
召
し
上
が
る

の
は
Ｎ
Ｇ
で
す
。

次
に
お
肌
の
栄
養
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
も
の
に
ア
ミ
ノ
酸
の
一
種
で
小
麦
な

ど
に
含
ま
れ
て
い
る
シ
ス
チ
ン
が
あ
り

ま
す
。
シ
ス
チ
ン
は
美
し
い
髪
や
爪
の

維
持
に
も
有
益
で
す
。

同
様
に
皮
膚
の
傷
な
ど
に
有
効
な
ビ
オ

チ
ン
は
卵
黄
や
牛
・
豚
肉
や
魚
に
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
動
物
性
の
食
材

が
多
い
の
で
量
を
お
考
え
く
だ
さ
い
。

み
ず
み
ず
し
い
お
肌
つ
く
り
に
欠
か
せ

な
い
成
分
に
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸
も
あ
り
ま

す
。
鶏
冠
や
魚
の
目
、
野
菜
で
は
オ
ク

ラ
な
ど
ネ
バ
ネ
バ
食
材
に
含
ま
れ
て
い

て
関
節
に
と
っ
て
も
優
し
い
食
材
で
す
。

栄
養
補
給
と
生
活
習
慣

身
体
の
基
礎
と
な
る
栄
養
素
が
不
足
し

て
い
て
は
肌
の
た
め
の
成
分
を
大
量
に

摂
っ
て
も
無
意
味
で
す
。
基
礎
と
な
る

ア
ミ
ノ
酸
や
マ
ル
チ
ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ

ラ
ル
、
微
量
元
素
な
ど
を
積
極
的
に
摂
っ

て
こ
そ
望
ま
し
い
働
き
を
し
て
く
れ
る

の
で
す
。
栄
養
素
は
自
分
で
は
利
用
目

的
を
考
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
身
体
の
中

で
生
命
の
維
持
に
必
要
な
場
所
か
ら
栄

養
補
給
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
お
肌
の

た
め
と
考
え
て
も
必
要
な
成
分
が
不
足

し
て
い
れ
ば
、
当
然
そ
ち
ら
に
廻
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

同
時
に
生
活
習
慣
の
乱
れ
は
肌
の
不
調

に
も
直
結
し
ま
す
。
睡
眠
不
足
や
便
秘

な
ど
に
よ
っ
て
腸
の
環
境
が
悪
化
す
れ

ば
肌
は
敏
感
に
体
調
を
感
じ
取
り
ま
す
。

ま
た
強
い
ス
ト
レ
ス
に
肌
は
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
実
は
肌
と
脳
（
中

枢
神
経
）
は
生
ま
れ
で
る
と
き
同
じ
経
路

を
辿
っ
て
い
る
の
で
、「
肌
は
露
出
し
た

脳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
美
肌

と
は
無
関
係
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
小

さ
な
お
子
様
を
叱
る
と
き
に
手
を
挙
げ

る
こ
と
は
露
出
し
た
脳
に
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
と
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
く
と

叱
り
方
が
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

結
局
は
栄
養
素
の
働
き
に
寄
り
添
っ
た

食
卓
の
工
夫
に
加
え
て
、
心
身
と
も
に

健
や
か
な
生
活
が
美
肌
を
作
る
最
高
の

ア
イ
テ
ム
な
の
で
す
。

目黒区内中学生の作品    　　 消費税　僕らも社会に　貢献だ 　　

健
康
的
な
素
肌
を

　
　
つ
く
る
Ａ
Ｂ
Ｃ

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

健
康

株式会社ｊａｓｔ
ｊａｓｔロイヤルクラブ
　　　　　 健康相談室

お問い合わせ　
☎０３-６２６５-０２６３
HP http://www.jast1.jp

目黒区内中学生の作品    　　 未来への　自分の貯金　消費税 　　
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目黒区内中学生の作品    　　 未来への　自分の貯金　消費税 　　

目黒区商工まつり（法人会ブース）

目黒区民まつり「さんままつり」
（目黒税務連絡協議会ブース）

平成27年7月25日（土）～26日（日）

目黒区商工まつり・目黒区民まつり目黒区商工まつり・目黒区民まつり

平成 27年 9月 20日（日）

税金クイズを考慮中…

１億円持ってみてください！
税金クイズに挑戦してみませんか～

１億円の重さはどうだったかな？

親子で税金クイズ参戦中！

さんま焼きに奮闘中
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）

参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※上記以外にも、各種講演会・セミナー・勉強会などを企画・開催しておりますのでお問合せください
※セミナー・講演会・イベント等の参加、経営、税務、労務等の相談などのお問合せ、お申込みは公益社団法人目黒法人会事務局宛お

願いします。  ＦＡＸ：３７１２−８８２９  TEL：３７１２−９５８８  E メールアドレス：mg_info@tohoren.or.jp
（他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています）

目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めてみんなで　助け合い 　　

普通救命技術者
資格取得者
意見交換会

10 月 30 日㈮
18 時～

目黒法人会館
２階会議室

普通・上級救命資格認定を取得されている方の意見交換会。
目黒消防署救命係署員の実例や体験談も聞けます。

源泉部会
年末調整等説明会

11 月 5 日㈮
14 時～ 目黒税務署 ・年末調整等に関する説明会を先行して開催。

　目黒税務署源泉審理担当上席

青年部会
ＩＴ研修会

（誰でも参加自由）

11 月 6 日㈮
17 時 30 分～

目黒法人会館
２階会議室

・テーマ：中小企業の実践ＷＥＢ活用」
・講師：株式会社スプラム
　　　　　　代表取締役　竹内 幸次 氏

納税表彰式 11 月 12 日㈭
15 時～

目黒区総合庁舎
大会議室

・納税表彰式終了後、納税表彰受賞者祝賀会開催（目黒区
総合庁舎食堂にて）

普通救命技術者
資格取得講習会

（誰でも参加自由）

11 月 13 日㈮
18 時～

目黒消防署
４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を救うため
に所定のカリキュラムを受講するとＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の操作、心肺蘇生法などを含めた「普通救命技術
者資格」が取得できます。

平成 27 年分
年末調整等説明会

11 月 16 日㈪
13 時～ 16 時

（誰でも参加自由）

めぐろパーシモン
ホール

（大ホール）

・大岡山・柿の木坂・自由が丘・洗足・平町・鷹番
・中央町・中根・原町・東が丘・碑文谷・緑が丘・南
・目黒本町・八雲

平成 27 年分
年末調整等説明会

11 月 17 日㈫
13 時～ 16 時

（誰でも参加自由）

めぐろパーシモン
ホール

（大ホール）

・青葉台・大橋・上目黒・駒場・五本木・下目黒・中町
・中目黒・東山・三田・目黒・祐天寺

税を考える週間
「税務講演会」

（誰でも参加自由）

11 月 17 日㈫
17 時～

目黒区総合庁舎
大会議室

・講師：諏方 正良 氏（目黒税務署長）
・演題：「相続のおはなし」
・講師：特定社会保険労務士・行政書士
　　　　産業カウンセラー
　　　　　　小林マネジメントサービス　小林富佐子 氏
・演題：「中小企業のマイナンバー対応」
　　　　　～具体的な対応策を説明します～

経営者セミナー
～事業者目線から
経営者目線への
成長を目指す～

（誰でも参加自由）

第 2 回 11 月 18 日㈬
16 時～ 18 時

目黒法人会館
２階会議室

本気の経営者をめざす勉強会（全３回）
　～がんばれ２世、３世、後継経営者～
・第２回　企業価値、株主価値の創造の観点から
　コポレートファイナンスの本質と実践活用
　講師：GVC アセットマネジメント株式会社
　　　　代表取締役 寺本義雄氏

厚生共益事業委員会
日帰り研修会

（誰でも参加自由）

11 月 25 日㈬
8 時～ 18 時

神奈川県横須賀市
猿島・軍港めぐり

三崎 生麦キリンビール
等視察

・横須賀市沖に浮かぶ、周囲 1.6Km ほどの無人島「猿島」
は明治時代の砲台跡の旧軍施設等の要塞の遺跡が残り、
国の史跡に指定されています

経営者セミナー
～事業者目線から
経営者目線への
成長を目指す～

（誰でも参加自由）

第 3 回 12 月 16 日㈬
16 時～ 18 時

目黒法人会館
２階会議室

本気の経営者をめざす勉強会（全３回）
　～がんばれ２世、３世、後継経営者～
・第３回　マーケットの企業評価の観点から
　経営成果と株価のメカニズムとは
　講師：GVC アセットマネジメント株式会社
　　　　代表取締役 寺本義雄氏
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公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、下記以外に
も随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せください。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

目黒区内中学生の作品    　　 税金は　縁の下の　力持ち 　　

行       事 日      時 会       場  内                容

人  事  労  務
相  談  室

（誰でも参加自由）

相談予約は
法人会事務局へ

（TEL 3712-9588）

法人会館
もしくは申込会社

人事労務の諸問題を事業経営のなかでいかに解決するか等
相談コーナー
・人事・労務・賃金全般
・社会・労働保険全般（厚生年金、健康保険、労働保険など）
・経営・金融など相談全般

インターネット
セミナー

ご不明の場合は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）

ご使用のパソコンから
アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料でセミナーがご覧い
ただけます（http//www.tohoren.or.jp/meguro/）

・会員以外の方もセミナーが無料で受講できます

新設法人説明会
（誰でも参加自由）

10月22日㈭13時30分

目黒税務署

新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立に伴う税務手
続きを親切に解説します
（ホームページの新設法人企業経営者の皆様に）をご覧下
さい）

12月  8日㈫13時30分

  2月24日㈬13時30分

　4月21日㈭13時30分

　6月21日㈭13時30分

決算法人説明会
（誰でも参加自由）

10月21日㈬14時

目黒税務署
決算期を迎える法人対象（会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印紙税、源泉所
得税等を解説します。

11月13日㈮14時

12月  3日㈮14時

　1月20日㈬14時

　2月23日㈫14時

目黒都税事務所
家を買うとき・建替える
ときにかかる税金講座
（誰でも参加自由）

10月9日㈮
13時30分～15時30分

目黒区総合庁舎
本館１階
Ｅ会議室

不動産の購入・新築・建替えを検討中の方や、不動産を所
有している方を対象に、関係する都税（固定資産税・不動
産取得税）の仕組みや軽減制度について説明します。
講師：目黒都税事務所職員

第 24 回　めぐろ
童謡コンサート

（税金クイズ等）

10月11日㈰13時開演
（誰でも参加自由）

めぐろパーシモン
ホール　大ホール

・河口三千代・佐藤由里亜 氏、（ウサギとキャメの愉快な
童謡を）

・学校法人 育英幼稚園、月光原小学校合唱団、区立第７中
学校吹奏楽部、男声合唱団「羅漢」、女声合唱団「メル」、
鳥取県わらび館　山尾純子氏（うた）、野口慶子氏（ピ
アノ伴奏）の皆さん出演

経営者セミナー
～事業者目線から
経営者目線への
成長を目指す～

（誰でも参加自由）

第1回10月14日㈬
16時～18時

目黒法人会館
２階会議室

本気の経営者をめざす勉強会（全３回）
　～がんばれ２世、３世、後継経営者～
・第１回　企業競争力の観点
　ビジネスのエコシステムと三つの目線
　資金調達コストと事業目的利益の関係
　講師：GVCアセットマネジメント株式会社
　　　　代表取締役 寺本義雄氏

普通救命技術者
資格更新再講習会

（誰でも参加自由）
10月16日㈮18時～ 目黒消防署

４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を救うため
に所定のカリキュラムを受講するとＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の操作、心肺蘇生法などを含めた「普通救命技術
者資格」が取得できます。

第４支部
医療講演会

（誰でも参加自由）

10 月 22 日㈭
18 時～

中目黒住区センター
２階　第５・６会議室

・演題：『ロコモティブシンドロームって何？』
・講師：東京共済病院
　　　　整形外科部長　山村 拓也 氏

源泉実務研修会⑵ 10 月 23 日㈮
13 時 30 分～

目黒信用金庫
本部

・講師：目黒税務署　源泉審理官
・内容：年末調整直前チェックポイント

日中友好講演会
（誰でも参加自由）

10 月 26 日㈪
18 時～

目黒区総合庁舎
大会議室

・演題：日中関係と日本のこれから
・講師：丹羽 宇一郎 氏

青年部会
税務研修会

（誰でも参加自由）

10 月 27 日㈫
17 時～

目黒法人会館
２階会議室

・演目：相続のおはなし
・講師：目黒税務署長　諏方 正良 氏
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編
集
後
記

　
本
号
に
は
﹆
目
黒
法
人
会
新
会
長
﹆
目
黒
税
務
署
新
署
長
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
新
任
挨
拶
が

掲
載
さ
れ
﹆
新
し
い
体
制
の
ス
タ
ー
ト
が
感
じ
ら
れ
る
一
方
﹆
３
年
続
い
た
﹁
外
国
人
留

学
生
の
日
本
体
験
が
﹂
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
気
も
し
ま
す
が
前
号
で
終
了
し
ま
し
た
。

﹁
よ
く
わ
か
る
事
業
継
承
﹂
も
本
号
で
一
段
落
と
な
り
﹆
次
の
企
画
に
知
恵
を
絞
っ
て
お

り
ま
す
。
今
年
最
後
の
お
届
け
に
な
り
ま
す
が
﹆
ご
購
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

和
泉
田　
勲

　

猛
暑
、
底
冷
え
、
各
地
で
竜
巻
。
今

年
は
過
酷
な
夏
だ
っ
た
。
地
球
温
暖
化

も
そ
の
因
の
一
つ
に
さ
れ
て
い
る
。

　

弟
が
「
花
と
緑
の
～
～
～
」
と
い
う

長
い
名
前
の
会
に
入
っ
て
い
て
、
話
し

て
く
れ
た
。
目
黒
区
内
で
も
、
ク
ロ
ア

ゲ
ハ
が
飛
ん
で
る
と
思
っ
て
近
づ
く

と
、
少
し
大
き
く
て
翅は

ね

に
尾
っ
ぽ
の
な

い
ナ
ガ
サ
キ
ア
ゲ
ハ
だ
っ
た
り
、
沖

縄
な
ど
に
い
る
ク
ロ
コ
ノ
マ
チ
ョ
ウ

（
葉
っ
ぱ
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
ら
し

い
）
を
見
る
こ
と
も
あ
る
と
言
う
。

　

恐
い
と
こ
ろ
で
は
、
鹿
児
島
な
ど
に

い
る
は
ず
の
ワ
モ
ン
ゴ
キ
ブ
リ
と
い
う

数
ミ
リ
大
き
な
ゴ
キ
ブ
リ
が
東
京
に
も

増
え
て
来
て
、
不
意
に
見
た
女
性
が
卒

倒
す
る
ら
し
い
。
そ
の
う
ち
あ
ち
こ
ち

で
「
キ
ャ
ー
ッ
！
」
と
い
う
声
が
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

地
球
温
暖
化
の
対
策
も
、
法
人
会
を

挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
な
か
な

か
成
果
の
出
な
い
分
野
で
あ
る
。
ど
う

せ
駄
目
だ
と
思
わ
ず
に
、
企
業
と
し
て

何
か
出
来
る
こ
と
は
な
い
か
、
業
種
を

超
え
た
法
人
会
の
仲
間
同
士
で
熱
く
語

り
合
っ
て
み
よ
う
。
地
球
に
や
さ
し

い
、
街
の
衆
に
や
さ
し
い
、
地
域
の
企

業
の
親
父
が
、
心
を
温
暖
化
さ
せ
て
熱

く
語
り
合
う
。
あ
っ
と
驚
く
解
決
法
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

田
島
順
一
郎

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

心
の
温
暖
化
　

熱
い
ト
ー
ク
を

目黒区内中学生の作品    　　 税金が　夢つなげるよ　オリンピック 　　

お問合せ・申し込みは公益社団法人目黒法人会事務局へ
Tel3712-9588　Fax3712-8829　E-mail:mg_info@tohoren.or.jp

これからの予定

「税を考える週間」関連事業
税務講演会のご案内

目黒税務連絡協議会では 11 月 11 日（水）～ 18 日（火）の「税を考える週間」関連事業とい
たしまして税務講演会を開催いたします。
場　所：目黒区総合庁舎大会議室　（目黒区上目黒２－１９－１５）
時　間：11 月 17 日（火）午後６時～８時
内　容：（第１部）目黒税務署長講演会　演題「相続税のおはなし」
　　　　（第２部）特定社会保険労務士によるマイナンバー研修会　
参加費：無料

厚生共益事業委員会企画　日帰りバス研修会のご案内
「猿島・横須賀軍港クルーズと三崎のマグロ」

日　付：11 月 25 日（水）
行　先：出発 8 時　帰着 19 時頃
　　　　猿島は横須賀市沖に浮かぶ周囲 1.6km ほどの東京湾で唯一の無人島です。明治時代

の砲台跡などの旧軍施設等の要塞跡が残っており、国の史跡にも指定されています。
　　　　また、横須賀軍港クルーズ、キリンビール横浜工場見学があります。
参加費：6,000 円
定　員：40 名（先着順）
※定員の都合がございますので、お申込を希望される方は事前に事務局までお問合せください。
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